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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも部分的に軸線方向に打撃運動する手工具装置（３）のための交換可能な工具
ホルダであって、少なくとも１個の、ばね力に抗して軸線方向に変位可能なロック解除ス
リーブ（４）を設け、このロック解除スリーブ（４）の内側には、ロック素子（１２）に
よって工具ホルダを半径方向に形状的にロックするためのロック手段（１１）を設け、前
記ロック素子（１２）は、工具ホルダの基体（６）の開口（１３）を経て工具スピンドル
（１５）の凹部（１４）に噛み合うものとした工具ホルダにおいて、前記ロック解除スリ
ーブ（４）に、前記基体（６）に対して形状的にロックする変位案内（５）を設け、前記
変位案内（５）に、その軸線方向に対して接線方向に転向する転回部を設け、
　前記変位案内（５）を突起－スリット案内として構成し、半径方向に突出する突起（７
）をスリット（１７）の輪郭に沿って案内されて形状的にロックするものとし、
　前記突起（７）をＬ字状に構成し、またこの突起（７）は、前記ロック解除位置におい
て、前記スリット（１７）の転回部でロックされるものとしたことを特徴とする工具ホル
ダ。
【請求項２】
　請求項１に記載する工具ホルダにおいて、前記突起（７）を、前記基体（６）に固く連
結した、前記ロック解除スリーブ（４）に対して装置側で隣接する握りスリーブ（８）に
設け、前記握りスリーブ（８）は、前記スリット（１７）を設けた前記ロック解除スリー
ブ（４）の内側において同軸状に、少なくとも部分的に軸線方向に噛み合うものとした工
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具ホルダ。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の工具ホルダにおいて、前記握りスリーブ（８）に、半径方向外
方に周方向に延在する指掛け溝（９）を設けた工具ホルダ。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれか一項に記載の工具ホルダにおいて、前記ロック解除スリーブ（
４）の内側に、収容する打撃工具（２）をロックするために工具ロック手段（１６）を設
けた工具ホルダ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば組合せハンマやチゼルハンマなどの、少なくとも部分的に打撃する手
工具装置のための交換可能な工具ホルダに関するものである。
【０００２】
　通常、交換可能な工具ホルダは、手で動かせるロック解除スリーブによって半径方向に
限定的に変位可能となる、工具ホルダの基体の開口を通り工具スピンドルの凹部に噛み合
う、例えばボールなどのロック素子によって、工具無しに手で交換可能なように連結する
。部分的に回転駆動する工具スピンドル内には、打撃装置の打撃子を軸線方向に限定的に
変位可能に案内し、この打撃子は直接打撃工具を打撃する。この装置側のロック解除スリ
ーブの他にも、収容する打撃工具をロックするために、手で動かせる工具側ロック解除ス
リーブを設ける。
【背景技術】
【０００３】
　特許文献１（米国特許第４８２４２９８号明細書）には、手でシフトする、ボールのた
めの回転ロックを構成する装置側ロック解除スリーブが記載されている。このロック解除
スリーブ内には、周方向に延在し、半径方向に変化するロック連結リンクとしてのリング
状のロック手段を構成する。
【０００４】
　特許文献２（独国特開１０２００４０４２４６５号）に記載の交換可能な工具ホルダは
、工具側ロック解除スリーブと、装置側でばね力に抗して手で軸線方向に動かせる装置側
ロック解除スリーブとを備え、この装置側ロック解除スリーブは、内側に環状のロック手
段を備えることで、ボールにより工具ホルダを半径方向に形状的にロックし、このボール
は工具ホルダの基体の開口を経て、工具スピンドルの凹部に噛み合うものとしている。と
くに高パワーの手工具置において、空打ちをした場合には、ロック解除スリーブが軸線方
向に強く振動するような打撃負荷が発生し、慣性力が働くためボールは確実にはロックさ
れない。装置側のロック解除スリーブにプレストレスを加えるばねを強くすることは、逆
に、ユーザーによる容認が得られるには限界がある。
【特許文献１】米国特許第４８２４２９８号明細書
【特許文献２】独国特許出願公開第１０２００４０４２４６５号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　したがって、本発明の課題は、高い打撃負荷の下でも、駆動中の工具スピンドルに確実
にロックできるロック解除スリーブを得ることにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この課題は、請求項１に記載する本発明手工具装置によって解決される。従属項に好適
な実施形態を記載する。
【０００７】
　本発明によれば、少なくとも部分的に軸線方向に打撃運動する手工具装置のための交換
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可能な工具ホルダであって、少なくとも１個の、ばね力に抗して軸線方向に変位可能なロ
ック解除スリーブを設け、このロック解除スリーブの内側には、ロック素子によって工具
ホルダを半径方向に形状的にロックするためのロック手段を設け、このロック素子は、工
具ホルダの基体の開口部を経て工具スピンドルの凹部に噛み合うものとした工具ホルダに
おいて、ロック解除スリーブに、基体に対して形状的にロックする変位案内を設け、この
変位案内に、その軸線方向に対して接線方向に転向する転回部を設ける。
【発明の効果】
【０００８】
　工具ホルダのロックを解除するためには、ロック解除スリーブを、軸線方向に対して接
線方向に転回する転向部を備える変位案内によって、軸線方向および接線方向に連続する
ステップで動かす必要がある。回転ならびに打撃するランダムな振動励起を採用している
ことで、変位案内がない場合には、ロック解除スリーブをそのロック位置から、軸線方向
および接線方向へのロック解除位置に十分変位させることがあるが、軸線および接線方向
への直線的振動励起は変位案内により緩衝されるので、変位案内において十分な振動励起
は発生しない。純粋に軸線方向と接線方向に十分移動するほどの振動が時間的に近接して
発生する見込みは、これら軸線方向および接線方向への振動発生の間に統計的な相関は無
いため、実質的にはゼロであり、実際に変位案内がされるほどの移動が振動により実現す
る見込みはない。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　好適には、変位案内を突起－スリット案内として構成し、半径方向に突出する突起は、
切欠きまたは開口であるスリットの輪郭に沿って案内され、これに形状的にロックする。
この構成により、堅牢な変位案内が実現される。
【００１０】
　好適には、突起を、基体に固く連結した、ロック解除スリーブに対して装置側で隣接す
る握りスリーブに設け、前記握りスリーブは、スリットを設けたロック解除スリーブの内
側において同軸状に、少なくとも部分的に軸線方向に噛み合うものとする。この構成によ
れば、技術的に簡単な、射出成形技術により製造可能な変位案内を実現することができる
。
【００１１】
　好適には、突起をＬ字状に構成し、ロック解除位置において、プレストレスによって、
軸線方向および接線方向に延在して角度を成すスリットにおいてロックされる。この構成
により、それ以上手で力を加えなくても工具ホルダを交換できる。
【００１２】
　好適には、握りスリーブに、半径方向外方に周方向に延在する指掛け溝を設ける。この
構成により、工具側に隣接するロック解除スリーブを握りスリーブに対して移動する際に
、握りスリーブを、使用中の手の指を使って握ることができ、人間工学的にも好適である
。
【００１３】
　好適には、ロック解除スリーブの内側に、収容する打撃工具をロックするための工具ロ
ック手段を設ける。この構成により、工具ホルダを直感的に扱えるようになる。このとき
、工具のロックを解除するには、工具ホルダをロック解除する際に必要なステップ（軸線
方向および接線方向の移動）の、サブステップ（軸線方向の移動のみ）のみが必要となる
。
【実施例】
【００１４】
　図１に示す交換可能な工具ホルダ１は、ロック解除スリーブ４を有し、このロック解除
スリーブ４は基体６に対して形状的にロックする変位案内５を備え、この変位案内５は、
その軸線方向に対して接線方向に転向する転回部を有する。変位案内５は、突起（ほぞ）
－スリット（ほぞ孔）案内として構成し、半径方向に突出する突起７が、半径方向に開口
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放スリーブ４に対して装置側で隣接する握りスリーブ８に設け、この握りスリーブ８は、
スリット１７を備えるロック解除スリーブ４の内側において同軸状に、部分的に軸線方向
に噛み合う。さらに握りスリーブ８に、半径方向外方に周方向に延在する指掛け溝９を設
ける。
【００１５】
　図２に示すように、突起７をアングル形状に構成し、この図２は、軸線方向のプレスト
レスによって、スリット１７の接線方向転回部にロックしたロック解除位置を示す。
【００１６】
　図３に示すように、軸線Ａに沿って打撃工具２を打撃する手工具装置３のための工具ホ
ルダ１において、ロック解除スリーブ４は、コイルばね１０のばね力に抗して握りスリー
ブ８に対し軸線方向に変位可能とし、握りスリーブ８は基体６に固く連結する。ロック解
除スリーブ４の内側には、ボールの形式としたロック素子１２によって工具ホルダ１を半
径方向に形状的にロックするためのリング状のロック手段１１を設け、このロック素子１
２は基体６の開口１３に半径方向に変位可能に配置し、ロック位置において回転する工具
スピンドル１５の凹部１４に噛み合うものとする。さらに、ロック解除スリーブ４の内側
には、ボールの形式とした工具ロック素子１８のための、工具ロック手段１６を設ける。
【００１７】
　工具ホルダの取り扱いは直感的に行えるもので、打撃工具のロックを解除するには、図
１に示すような部分的に軸線方向に動かすだけであるが、工具ホルダを解除するためには
、続いて接線方向に変位させる必要がある。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明交換可能な工具ホルダのロック位置における正面図である。
【図２】本発明交換可能な工具ホルダのロック解除位置における正面図である。
【図３】本発明交換可能な工具ホルダのロック解除位置における縦断面図である。
【符号の説明】
【００１９】
１　工具ホルダ
２　打撃工具
３　手工具装置
４　ロック解除スリーブ
５　変位案内
６　基体
７　突起
８　握りスリーブ
９　指掛け溝
１０　コイルばね
１１　リング状ロック手段
１２　ロック素子
１３　開口
１４　凹部
１５　工具スピンドル
１６　工具ロック手段
１７　スリット
１８　工具ロック素子
　A　軸線



(5) JP 5301920 B2 2013.9.25

【図１】 【図２】

【図３】



(6) JP 5301920 B2 2013.9.25

10

フロントページの続き

(72)発明者  ギュンター　ハース
            ドイツ国　８６９１６　カウフェリング　ドナウシュトラーセ　１４

    審査官  村上　哲

(56)参考文献  米国特許第０６２４１０２６（ＵＳ，Ｂ１）　　
              米国特許第０４６９１９２９（ＵＳ，Ａ）　　　
              米国特許第０５３４０１２９（ＵＳ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｂ２５Ｄ　　１７／０８　　　　
              Ｂ２３Ｂ　　３１／０２　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

